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江戸川区公契約条例新旧対照表（案） 

新 旧 

江戸川区公契約条例 江戸川区公契約条例 

平成二十二年三月三十一日 

条例第一号 

平成二十二年三月三十一日 

条例第一号 

第一条～第十二条 （省略）  第一条～第十二条 （省略）  

第三章 特定公共事業の実施手続 第三章 特定公共事業の実施手続 

（特定公共事業の指定） （特定公共事業の指定） 

第十三条 区長は、区の行う事業のうち、区民生活に密着し、地域社会の健

全な発展のために特に重要な事業について、その事業の社会的要請を実現

するため、その事業を遂行するための公共工事過程において特に価格以外

の要素を重視すべき事業（以下「特定公共事業」という。）として指定す

ることができる。 

第十三条 区長は、区の行う事業のうち、区民生活に密着し、地域社会の健

全な発展のために特に重要な事業について、その事業の社会的要請を実現

するため、その事業を遂行するための公共工事過程において特に価格以外

の要素を重視すべき事業（以下「特定公共事業」という。）として指定す

ることができる。 

２ 区長は、特定公共事業を指定するときは、あらかじめ、江戸川区公契約

審査会の意見を聴かなければならない。 

２ 区長は、特定公共事業を指定するときは、あらかじめ、江戸川区公契約

審査会の意見を聴かなければならない。 

３ 特定公共事業の実施手続については、法令に定めるもののほか、この章

に定めるところによる。 

３ 特定公共事業の実施手続については、法令に定めるもののほか、この章

に定めるところによる。 

第十四条～第十五条 （省略） 第十四条～第十五条 （省略） 

（社会的要請型総合評価一般競争入札） （社会的要請型総合評価一般競争入札） 

第十六条 区は、特定公共事業の果たすべき社会的要請を最大限に実現する

ため、特定公共工事の落札者の選定に当たっては、特定公共事業基本計画

に示された社会的要請の実現への貢献を当該評価項目に加えた総合評価方

式による一般競争入札（以下「社会的要請型総合評価一般競争入札」とい

う。）によらなければならない。ただし、社会的要請型総合評価一般競争

入札により落札者が選定し難いときは、他の方法によることができる。 

第十六条 区は、特定公共事業の果たすべき社会的要請を最大限に実現する

ため、特定公共工事の落札者の選定に当たっては、特定公共事業基本計画

に示された社会的要請の実現への貢献を当該評価項目に加えた総合評価方

式による一般競争入札（以下「社会的要請型総合評価一般競争入札」とい

う。）によらなければならない。 

２ 区長は、必要があると認めるときは、社会的要請型総合評価一般競争入

札において、当該入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。 

２ 区長は、必要があると認めるときは、社会的要請型総合評価一般競争入

札において、当該入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。 

３ 区長は、前項の規定により資格を定めようとするときは、あらかじめ、

江戸川区公契約審査会の意見を聴かなければならない。 

３ 区長は、前項の規定により資格を定めようとするときは、あらかじめ、

江戸川区公契約審査会の意見を聴かなければならない。 
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新 旧 

第十七条～第四十五条 （省略）  第十七条～第四十五条 （省略）  

  

付 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

  

 




